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１ 大阪市教育振興基本計画（平成 29 年３月） 抜粋 

 

 

めざすべき目標像 

 全ての子どもたちが学力を身に付けながら健やかに成長し、自立した個人としての自己を確

立し、他者とともに次代の社会を担うようになることをめざします。 

 そのために、社会が多様化し激しく変化する中で、国際化の進展や未曾有の災害の発生等に

立ち向かう「生き抜く力」を備え、未来を切り拓く心豊かな子どもたちをはぐくむようにしま

す。 

 

基本となる考え方 

 ・個人として尊厳を重んじ、その意見を尊重するとともに、自由と規範意識、権利と義務を

重んじ、自己の判断と責任で道を切り拓き、真理と正義を求め、公共の精神を尊び、豊か

な人間性と創造性を備え、グローバル化が進む国際社会においても強く「生き抜く力」を

備えた子どもたちをはぐくむこと 

 ・子どもたちが、我が国と郷土の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた国と、自ら

が育ったこの大阪を愛し、大阪にふさわしい新しい文化の創造をめざすようになること 

 ・教育行政においては、上記の教育が行われるよう、学校教育の円滑かつ継続的な実施のた

めの支援、教員の能力・適性等の向上を図るための研修、家庭の教育力の向上の支援、青

少年・成人に対する教育活動の振興に関する施策の推進に努めること 

 

教員の人材の確保 

 近年、教員の大量退職・大量採用が続いており、ベテラン教員がこれまで培ってきた指導技

術のノウハウを新規採用者にいかに継承するかが重要な課題となっています。こうした現状を

踏まえ、小・中学校の教員をめざす大学生等を対象に教員養成のための講座を実施します。ま

た、教員採用に当たって、受験者に対し大阪市の方針、施策、待遇等について周知を図るとと

もに、大学との連携を強化し、人物本位の選考方法を実施するなど、教員に求められる資質・

能力を備えた人材の確保に努めるとともに、専門性や社会人経験を有する人材の採用に向け、

採用選考の特例措置等の方策を講じていきます。 

 

教員の教育力向上のための研修や学びの機会づくり 

 自律性を備えた教員としてその能力を高め、教育活動で専門性を十分に発揮できるように支

援します。あわせて、教員が互いに切磋琢磨し、優れた教育実践を創造するとともに、それを

「知」の財産として共有できるよう環境を整備し、大阪市における教育実践のイノベーション

を進めます。 
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シンクタンクの機能の充実 

 大学等と連携し、全国学力・学習状況調査等の詳細かつ多面的な分析によって得られた客観

的な結果をもとに、大阪市及び各小・中学校の取組の成果と課題を検証し、各校の取組の改善・

強化を図ります。 

 また、重点的に学力向上を図る研究校を指定し、大学等による詳細な調査研究を進めるとと

もに、学力向上の取組の検証、提案、指導助言等、多面的総合的な支援を行います。 

 さらに、校長の人事・予算等の権限を最大限強化し、校長の方針に共鳴する教員が結集して

アイデアを出し合いながら、学校現場のリーダーシップとチームワークにより学力向上等の教

育課題に果敢に取り組む「スーパーリーダーシップ特例校（仮称）」を創設します。同特例校

は子どもたちの潜在能力を信じ、高い期待をかけ続け、子どもたちが「分かった」「できた」

という成功体験を積み重ねることにより、学力向上と成長を図り、学校力アップのモデルをめ

ざします。「スーパーリーダーシップ特例校（仮称）」の成果を含め、総合的な学校力アップの

ための実践研究を深め、今後の教育施策の質的向上に活用します。 

 重ねて「waku×2.com-bee（大阪市の授業スタンダード）」のコンテンツ追加更新を行うと

ともに、各校の校内研修や教育センターでの研修等に有効に活用します。 
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２ 大阪市教育委員会と大阪教育大学の連携の経過 

 

 

平成 30 年 2 月  子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学との包括連携協定締結 

 

平成 30 年 4 月  大阪市教員養成協働研究講座開設 

          ・連合教職大学院に特任教授 2 名を配置 

          ・共同プログラムの開発 

           「学校教育 ICT 推進リーダー養成プログラム」（～R2） 

           「エビデンスベースの学校改革」（～R２） 

・ミドルリーダー育成をめざす大阪市教員の連合教職大学院への派遣

推薦選考開始 

          ・大阪市教員に向けた活動紹介瓦版「TOPIX」の発行 

・大阪市の特色ある教育活動を大阪教育大学の学生に紹介する

「OSAKA スクールウォッチング」の実施 

          ・ストレートマスターの現場実習の大阪市の学校での受け入れ 

平成 30 年１０月  海外派遣研修実施（ドイツ） 

平成 30 年１１月  大阪市と大阪教育大学との連携推進会議設置 

          連携推進会議、教育センター機能強化検討部会の開催 

 

平成 31 年 4 月  連合教職大学院特任教授 2 名増員（計 4 名配置） 

          ・大阪市教員採用試験受験学生の指導強化 

令和 元 年１０月  管理職としての資質の向上に関する指標に基づく研修の共同実施 

令和 ２ 年 1 月  海外派遣研修実施（イギリス） 

令和 ２ 年 1 月  新・大阪市総合教育センター（仮称）及び連合教職大学院合築施設設置

に向けた基本協定締結 

 

令和 2 年 4 月  新・大阪市総合教育センター（仮称）構築ワーキング（庁内組織）設置 

大阪市教員に向けた現職教員院生による活動報告「院生通信」の発行 

令和 2 年 7 月  新型コロナウイルス感染拡大にかかる調査共同研究の実施 
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３ 新・大阪市総合教育センターの検討経過 

 

 

連携推進会議検討状況 

開催月日 検討内容 

第１回 

平成３０年１１月１５日（木） 

・連携推進会議における協議事項の確認 

・今後の連携に向けた方向性について 

・部会の設置について 

第２回 

令和元年１１月２２日（金） 

・大阪市大阪教育大学による合築施設設置構想について 

・合築施設設置に関する協定書（等）について 

 

 

教育センター機能強化検討部会検討状況 

開催月日 検討内容 

第１回 

令和元年５月２０日（月） 

・大阪市教育委員会と大阪教育大学との連携推進会議に

ついて 

・教育センター機能強化検討部会について 

・新センターのコンセプトについて 

第２回 

令和元年１０月９日（水） 

・部会員の変更と大阪府の参加について 

・新センターのコンセプトについて 

第３回 

令和２年８月３１日（月） 
・新センターの建設計画について 

 

 

新・大阪市総合教育センター（仮称）構築 WG 検討状況 

開催月日 検討内容 

第１回 

令和２年６月１７日（水） 

・構築 WG 設置目的について 

・基本構想原案について 

第２回 

令 和 ２ 年 ７ 月 ８ 日 （ 水 ） 

・施設の在り方の課題について 

・研究フロアの魅力化に向けた活用案について 

第３回 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 （ 火 ） 

・基本構想原案について 

・センター拠点校・連携校について 
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４ 大阪市教育委員会と大阪教育大学との連携推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 「子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学との包括連携に関する協定書」（平成 30

年２月 21 日締結）に基づく事業の円滑な推進を図る協議を行うため、大阪市教育委員会

（以下「市教委」という。）と国立大学法人大阪教育大学（以下「大教大」という。）との連

携推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 推進会議は、市教委と大教大が相互に連携・協力を図ることにより、子どもの教育の

推進及び地域の活性を図る検討の場とする。 

 

（協議事項） 

第３条 推進会議は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協

議する。 

(1) 大阪市教育センターの機能強化に関すること 

(2) 新センターの教育環境整備に関すること 

(3) 大阪市立高等学校の教育課程改革に関すること 

(4) その他双方が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第４条 推進会議は、別表の職にある者をもって組織する。 

２ 推進会議に必要がある場合は、前項に規定する職にある者の他、必要と認める者を加える

ことができる。 

 

（議長等） 

第５条 推進会議に議長及び副議長を置く。 

２ 議長は、大阪教育大学学長をもって充てる。 

３ 副議長は、大阪市教育委員会教育長をもって充てる。 

４ 議長は、推進会議を代表し、会務を掌理する。 

５ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故がある場合は、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議は会議中の開催にあたり、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取するこ

とができる。 
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（部会） 

第７条 第３条に規定する協議事項の具体的な検討を行うため、推進会議の下に部会を置くこ

とができる。 

２ 部会に関し必要な事項は、推進会議が定める。 

 

（事務局） 

第８条 推進会議の事務を処理するため、大教大総務部総務課に事務局を置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は推進会議で定める。 

 

   附則 

 この要綱は、平成 30 年 11 月 15 日から施行する。 

 

（別表） 

市教委 

 ・大阪市教育委員会教育長 

 ・大阪市教育委員会事務局教育監 

 

大教大 

 ・大阪教育大学学長 

 ・大阪教育大学理事 

 

別表 

部会 部会員 

教育センター機能強化検討部会 

大阪市教育委員会事務局 

(1)総務部長 

(2)総務部政策推進担当部長 

(3)総務部学校環境整備担当部長 

(4)総務部教育政策課長 

(5)総務部大学連携企画担当課長 

(6)総務部技術管理担当課長 

(7)大阪市教育センター所長 

(8)大阪市教育センター管理課長 

(9)大阪市教育センター教育振興担当課長 

大阪教育大学 

(1)大学院連合教職実践研究科主任 
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(2)大学院連合教職実践研究科に所属する教員 １人 

(3)総務部長 

(4)経営戦略課長 

(5)財務課長 

(6)施設課長 

(7)天王寺地区総務課長 

(8)学術連携課長 

※オブザーバー参加 

 大阪府教育庁 

 (1)教育振興室高等学校課参事 

 大阪府教育センター 

 (1)カリキュラム開発部長 

高等学校教育課程改革検討部会 

大阪市教育委員会 

(1)大阪市教育委員会事務局総務部長 

(2)大阪市教育委員会事務局政策推進担当課長 

(3)大阪市教育委員会指導部長 

(4)大阪市教育委員会事務局教育政策課長 

(5)大阪市教育委員会事務局大学連携企画担当課長 

(6)大阪市教育委員会事務局高校教育課長 

(7)大阪市教育委員会事務局指導部首席指導主事 

大阪教育大学 

(1)副学長 １人 

(2)教職教育研究センターに所属する教員 １人 

(3)学長補佐 ２人 

(4)学務部次長 

(5)教務課長 

(6)入試課長 
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５ 子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学との包括連携に関する協定書 

 

 大阪市と大阪教育大学（以下「両者」という。）は、相互に連携・協力を図ることにより、

次代を担う子どもの未来を応援するため、両者が有する人的・物的・知的資源を用いて連携す

るにあたり、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、両者が包括的な連携のもとに、それぞれ行政機関、教育研究機関として有

する豊富な人材・情報・知見などを活かし、大阪市における課題の解決に取り組むとともに、

大阪教育大学における教育・研究の充実、発展に資することを目的とする。 

 

（連携事項等） 

第２条 両者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

(1) 子どもの教育の推進に関すること 

(2) 子どもの貧困対策の推進に関すること 

(3) 子どもの安全と健康に関すること 

(4) 子どもに関わる人材の活用と育成に関すること 

(5) 地域の活性化に関すること 

(6) その他両者が必要と認める事項に関すること 

 

（連絡調整窓口） 

第３条 前条各号に定める項目を円滑かつ効果的に進めるために両社に連絡調整窓口を設け

る。 

 

（協定内容の変更） 

第４条 両者は協議の上で、本協定の内容を変更できるものとする。 

 

（期間） 

第５条 本協定は、締結日から効力を有するものとし、両者のいずれかからの書面による終了

の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

 

（その他） 

第６条 本協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定するものとす

る。 

 

 本協定の証として、本書を２通作成し、署名の上、各自１通を保有する。 
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６ 大阪市教員養成協働研究講座の設置・運営に関する協定書 

 

 

国立大学法人大阪教育大学（以下「大教大」という。）と大阪市教育委員会（以下「市教委」

という。）は、平成１４年１２月２０日締結の「大阪教育大学と大阪市教育委員会との連携協

力に関する協定書」及び平成３０年２月２１日締結の「子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育

大学の包括連携に関する協定書」に基づいて、大教大における共同研究講座を設置・運営する

にあたり必要な事項について次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 大教大及び市教委は、養成・採用・研修を通した教員の不断の資質向上にかかる課題

について連携して教育及び研究を行うため、相互協力し、共同研究講座（以下「本講座」と

いう。）を設置し、これを運営する。 

 

（講座の設置） 

第２条 大教大は、本協定の締結後遅滞なく、本講座を自らの組織として、設置する。 

２ 本講座を設置する部局は、大学院連合教職実践研究科とする。 

 

（講座の名称） 

第３条 本講座の名称は、「大阪市教員養成協働研究講座」とする。 

 

（講座の目的） 

第４条 本講座は、次に掲げる内容を研究（以下「本研究」という。）することを目的とする。

(1) 大阪市の教員の指導力向上、管理職の資質向上に関する研究 

(2) 複雑化・多様化する教育課題に対応し、実践的な解決に資するための研究 

(3)  学生の実践力を養うための学校現場実習との協働による実践研究 

(4) 大阪市教員・管理職としての資質の向上に関する指標に基づく体系的な教員研修計画

に資する研修に関する研究 

 

（講座の構成） 

第５条 本講座は、次の者をもって構成する。 

(1) 大教大の特任教員（国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則が適用される教員で

あって、第６条により支払われる費用によって雇用される者をいう。） 

(2) 大教大の教員（前号以外の教員であって、本研究に兼務として従事する者をいう。） 

２ 前項第 1 号に掲げる者は、原則として学校・幼稚園教員の職務経験を有する者から選考

するものとする。 
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３ 大教大及び市教委は、双方協議して、第 1 項に掲げる者以外を本研究に参加させること

ができる。 

 

（講座設置・運営の費用等） 

第６条 市教委は、本研究の実施に直接要する費用を含む本講座の設置・運営に関する費用

（以下「本講座費用」という。）として、双方で別に締結する共同研究契約（以下「別契約」

という。）に定めた額を大教大に支払う。 

２ 前項に掲げる費用の支払時期は、市教委と大教大が協議して定める。 

３ 市教委は、各年度に一括して大教大に本講座費用を支払う。 

４ 大教大は、本講座の運営のために別契約に定める施設及び設備を提供する。 

 

（講座設置・運営の期間） 

第７条 本講座を設置し、運営する期間（以下「設置・運営期間」という。）は、協定

書締結の日から平成３１年３月３１日までとする。 

２ 期間満了の３か月前までに大教大及び市教委のいずれからも別段の意思表示がないとき

は設置・運営期間は、自動的に１年間更新するものとする。 

３ 前項に定める別段の意思表示は、相手方に対する書面による通知をもってするものとす

る。 

 

（協定の有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は、前条に定める期間とする。 

 

（協定の細目） 

第９条 本協定に掲げるもののほか研究成果の取扱いを含む本研究の実施の細目については、

別契約においてこれを定める。 

 

（疑義等の解決） 

第 10 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関する疑義を生じたときは、大教大及び市

教委が協議して、これを解決する。 

 

本協定締結の証として本書２通を作成し、大教大及び市教委が押印の上、各１通を保有する。 
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７ 新・大阪市総合教育センター及び連合教職大学院合築施設設置に向けた基本協定書 

 

 

大阪市（以下「甲」という。）及び国立大学法人大阪教育大学（以下（「乙」という。）は、

平成 30 年２月 21 日締結の「子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学の包括連携に関す

る協定書」（以下「包括連携協定」という。）に基づき、乙が所有する大阪教育大学天王寺キャ

ンパスに係る土地に、共同して合築施設の設置をめざすにあたり、次のとおり協定書を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 本協定書は、甲及び乙が共同して合築施設の設置をめざすことにより、包括連携協定

に定める連携事項等をより効果的かつ円滑に実施すること及び甲及び乙の共同の利益を増

進するために良好な環境を確保することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して教員の資質向上につながる研修内

容の充実を図るとともに、大阪市が抱える教育課題の解決や、教育実践のイノベーションに

つながる研究を推進できるよう相互に協力するものとする。 

 

（信義誠実の義務） 

第３条 甲及び乙は、合築施設が有効に利用されるよう互いに信義を重んじ、誠実に本協定書

を順守しなければならない。 

 

（有効期間） 

第４条 本協定書の有効期間は、締結日から効力を有するものとし、甲及び乙のいずれかから

の書面による終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

２ 第１項の終了の意思表示は、終了の１年前までに行うこと。 

 

（疑義の解決） 

第５条 本協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両者協議の上、解決す

るものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成しそれぞれ署名のうえ、甲及び乙が各１通を保

有する。 

 

 

51



p. 49 
 

８ キャリアステージに対応した教員研修体系 
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９ 用語解説 

〇 IoT 

Internet of Things の略で、モノのインターネットと訳される。モノがインターネット

経由で通信することを意味する。あらゆる物がインターネットを通じてつながることによ

って実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。 

 

〇 エコマテリアル 

優れた特性・機能を持ちながら、より少ない環境負荷で製造・使用・リサイクルまたは廃

棄でき、しかも人に優しい材料（または材料技術）のこと。 

 

〇 SDGｓ 

「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な

開発目標）」の略称であり、2015（平成 27）年 9 月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030（令和１２）年までに

持続可能でよりよい世界をめざす国際目標のこと。 

 

〇 エビデンス 

英語で evidence「証拠・裏付け・科学的根拠」を意味し、ある実践には確かに「効果」

があるというデータのことをいう。 

 

○ LMS 

Learning Management System（学習管理システム）の略。組織で実施する e ラー

ニングを、受講者に割り当てたり進捗管理したりするだけでなく、オンデマンド型の研修

も一元管理することで、組織全体の学習効果を高める仕組み。受講者が Web での研修申

し込みや研修履歴の確認ができるとともに、空いた時間に視聴・閲覧が可能になり、研修

後に理解度テストで習熟度を確認したりすることで、研修内容の定着を図ることができ

る。 

 

〇 大阪市子どもサポートネット 

  学校における気づきを区役所や地域等につなぎ、社会全体で支える、区長のマネジメント 

による子ども子育て世帯の総合支援体制。 

 

〇 OJT 

  On the Job Training の略。職場での実務を通じて行う職員の教育訓練のこと。 
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○ Off-JT 

Off the Job Training の略。「職場外研修」と呼ばれ、職場を離れて行う教育訓  

練のこと。  

 

〇 往還型研修 

職場外研修（Off-JT ）で学んだことを職場で実践（OJT）し、その結果をさらに 職場

外研修（Off-JT ）で学ぶことを繰り返す研修形態のこと。 

 

〇 カリキュラム・マネジメント 

  教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。各

学校が、学校の教育目標をよりよく達成するために、組織としてカリキュラムを創り、動

かし、変えていく、継続的かつ発展的な、課題解決の営み。 

 

〇 GIGA スクール構想 

義務教育を受ける児童・生徒のために、1 人 1 台の学習者用 PC と高速ネットワーク環

境などを整備する 5 年間の計画。その目的は子どもたち一人一人の個性に合わせた教育

の実現にある。 

 

〇 キャリアステージ 

職責、経験及び適性に応じた成長段階。 

 

〇 クロスアポイントメント制度 

研究者等が複数の大学や公的研究機関、民間企業等の間で、それぞれと雇用契約を結び、

業務を行うことを可能とする制度。 

 

〇 シンクタンク機能 

  専門的な調査・分析・研究を進め、問題解決や取組の方向などを提言する働き。 

 

〇 STEAM 教育 

「Science（サイエンス）」「Technology（テクロノジー）」「Engineering（エンジニア

リング）」「Art（アート）」「Mathematics（マセマティックス）」等の各教科での学習を

実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育。 

 

○ ストレートマスター 

大学 4 年間を卒業して、そのまま大学院に進んだ学生のこと。 

 

〇 ダッシュボード 
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「校務支援システム」と「学習系システム」を安全かつ有効的に連携させ、これらのシス

テムを日常的に使うことによっておのずと蓄積される校務や学習にかかるデータを集約

し、学校の状況や児童生徒の学びを一元化し、可視化するシステムのこと。 

 

〇 チーム学校 

  現在、配置されている教員に加えて、多様な専門性を持つ教員の配置を進めるとともに、

教員と多様な専門性を持つ職員が一つのチームとして、それぞれの専門性を生かして、連

携、協働することができるよう、管理職のリーダーシップや校務の在り方、教員の働き方

の見直しを行うことが必要であるという考え。 

 

〇 トップランナー機器 

エネルギーを消費する機械器具のうち国内で大量に使用され、かつ、その使用に際し相当

量のエネルギーを消費する機械器具であって、当該性能の向上を図ることが特に必要なも

のとして政令で定めるもの。 

 

〇 PBIS（ポジティブ行動支援） 

Positive Behavioral Interventions and Supports の略称で、アメリカを中心に進め

られている「ポジティブな行動への介入と支援」を基盤とする包括的児童・生徒指導アプ

ローチのこと。 

 

〇 メンター 

  職場の一員として仕事や役割を遂行しながら成長していく経験の少ない若手教員を支援

する先輩教員のこと。 

 

〇 ユニバーサルデザイン 

  高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製

品や建造物、生活空間などをデザインすること。 

 

〇 ライフサイクルコスト 

  製品や構造物（建物や橋、道路など）がつくられてから、その役割を終えるまでにかかる

費用をトータルでとらえたもの。 

 

〇 リカレント教育 

  就職してからも、生涯にわたって教育と他の諸活動（労働,余暇など）を交互に行なうとい

った概念。 

 

〇 遠隔教育 
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  コンピューターネットワークなどの通信手段を利用し、離れた場所にいる人々に対して行

う教育のこと。 

 

 

〇 学校マネジメント 

  学校における資源、ヒト・モノ・時間などを最大限効果的・効率的に活用することにより、

子どもたちに良質な教育を提供し、教育効果を上げること。 

 

〇 学校段階等間の接続 

  幼稚園（及び保育所、認定こども園）と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の 

接続のこと 

 

〇 教育ビッグデータ 

学習者の学習履歴や行動履歴などを示すデータのこと。 

 

〇 個別最適化学習 

子どもたち一人ひとりの特性や学習進度、学習到達度に応じ、指導方法・教材や学習時間

等の柔軟な提供・設定を行い、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのないような学習。 

 

〇 次世代の学校・地域創生プラン 

一億総活躍社会の実現と地方創生の推進のため、学校と地域が一体となって地域創生に取

り組めるよう、平成２７年１２月にとりまとめられた中央教育審議会の３つの答申の内容

の具体化を強力に推進するべく制定されたプランのこと。 

 

〇 心の天気 

学習系システムで、児童・生徒が登校しタブレットを用いて「はれ」「くもり」「あめ」「か

みなり」の 4 段階の気持ちを表現するもの。子どもたちと教員の毎朝のコミュニケーシ

ョンツールとなっている。 

 

〇 超スマート社会 

  必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざま

なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、

地域、言語といったさまざまな違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らせることのできる

社会。 

 

〇 非認知能力 

  非認知スキル、ソフトスキル、社会情報的能力、社会情報スキルなどと言い表されていて、
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IQ や学力など数値で測れる認知能力とは異なり、やり抜く力や忍耐力、協調性、思いや

り、社交性や自尊心といった心情的な視点が含まれる極めて広い概念。 
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新センターの組織運営については、現在の教育センター、教育委員会事務局の関連部局

の組織再編を行いつつ、新たな体制を構築します。

新・大阪市総合教育センター（仮称）基本構想 概要版（案）

１ 構想の策定にかかる基本的な考え方

３ 組織、機能について

新時代に求められる教育内容の研究・発信拠点

学び続ける教員を育てる実践的な研修の企画・開発

最先端研究と現場課題が結びつき、実践につながるプラットフォーム

多様な情報が集まり、交流できるダイバーシティサロン

大阪の子どもたちが安心して楽しく学校生活を送り、そして、将来に向けて「よりよく生きる

力」を身に付けていくためには、教員が常にモチベーションをもって教育活動に取り組める体

制が重要です。そして、技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く様々な変化に対

応できる環境が整備されていることが重要です。そのための、新しい総合教育センターとして、

以下の４点を基本コンセプトとしています。

２ 基本コンセプト

大阪市教育委員会事務局 教育政策課

建設予定地

学力向上など大阪での傾向が強い課題への対応を進めるとともに、
教員の資質の向上はもとより、大阪の教育力の底上げを図る。

の３つの機能が相互作用する新しい教育センターを

大阪の南の玄関口である天王寺に位置し、

交通至便で様々な専門家が集まりやすい

大阪教育大学天王寺キャンパス内に設置。

大阪教育大学との連携をさらに発展し、「シンクタンク機能」、「人材育成機能」、「連携・協働・チャレンジ機能」

〇建設費等 約12億円（大阪市分（設備費除く））
〇スケジュール

令和２年

基本構想
策定

令和３年

基本設計
実施設計

令和４年

実施設計
建設工事

令和５年

建設工事
移転準備

令和６年

竣工予定

〇「第3期教育振興基本計画」→超スマート社会
（Society5.0）の到来する2030年以降の社会の変化を見据え
た取り組む方向性の提示
〇中央教育審議会答申→教職大学院が、新たな教育課題や
最新の教育改革の動向に対応できる実践力を育成するため
の役割を担うことへの期待について言及

国の動向

〇採用後10年以内の教員割合50％超→急増する経験年数
の浅い教員の指導力向上に早急な対応が必要

〇全国学力・学習状況調査の平均正答率等が全国水準以下

→学力向上をめざした実践の妥当性や学力向上への確かな
アプローチの在り方についての開発や検証が必要

大阪市の

教育を

とりまく状況

〇現在の教育センターは、教員研修が業務の中心。

〇学力向上や子どもの貧困、不登校、外国にルーツのあ
る児童・生徒への支援など大阪市が抱える多様な教育課
題に対応しつつ、教員が働きやすい環境整備も必要

新センター

の必要性

平成30年・・・「子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学との包括連携に関する協定」
平成30年・・・「 大阪市教員養成協働研究講座」を設置
令和2年1月・・「新・大阪市総合教育センター（仮称）及び連合教職大学院合築施設設置

に向けた基本協定書」

大阪教育大学との連携状況

教育
課題

教育センター

指導研究

総務部等

ＩＣＴ所管担当

教育政策課

指導部

学力向上グループ

シンクタンク機能の点在

現行

人材育成機能

教員研修の深化・充実

連携・交流・
チャレンジ機能

大学との連携

大阪市が抱える教育

課題の分析・研究

シンク
タンク機能

大学・企業等との

協働によるデータの

分析とエビデンスの創出

教育政策への反映

大学との連携を活用してシンクタンク機能の集中・強化

新教育センター移転

拠点校・連携校を活用

した学校現場支援

・“学び続ける教員”を

支える仕組みの構築

・大学等と連携した

専門性の高い研修

ネットワーク

基盤

各種データ

シンクタンク機能の強化 大学
NPO

企業

令和３年３月
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合築棟イメージ

1、2階 大学院研究室など

シンク
タンク
機能

連携・交流・
チャレンジ
機能

人材育成
機能

管理職 大学教員

9、10階 研修室フロア
８ 階 事務室フロア
７ 階 教育ＩＣＴ推進フロア

４ 施設概要、事業内容

〇施設概要
敷地面積 約600㎡
地上10階建て 1階～ 5階 連合教職大学院（延床面積 約3,000㎡）

6階～10階 新・大阪市総合教育センター（仮称）
（延床面積 約3,000㎡）

５ 外部有識者意見のまとめ

•教育課題の解決と、新時代に求められる教育の研究・発信拠
点として、学校現場の教員、指導主事、連合教職大学院で学
ぶ院生、大学教員が一堂に会し、学校現場の課題解決につ
なげるための研究を行うとともに、相互の交流や研究成果を

発信。

・院生が中心となりチームで研究実践に取り組む「協働研究
ゾーン」、研究発表や大学、企業の最新のワークショップ等を
展開する「プレゼンテーションコート」、最先端の情報や優れた
研究実践事例が集積された「情報ギャラリー」、教員が悩みを

気軽に相談できる機能をもったカフェを併設した「サポートゾー
ン」など、多様な人材が交流することで相乗効果を生み出すフ
ロアを創設し、放課後以降も教員のニーズに応じた活用を
検討。
•また、リモート会議が効率的に実施できる「オンライン対応ミー
ティング室」や、動画配信の素材を作成するための「スタジオ」
を設置。

•大阪教育大学が包括連携協定を結んでいる複数の企業が、
クロスアポイントメント制度等を活用し、共同使用するオフィス
で生まれる交流で、教材開発や教員のe-ラーニング研修の開
発、キャリア教育のプログラム開発、AIを活用したビッグデー

タの活用、分析等のさまざまな可能性を想定。

• 「知る」と「創る」が循環する「学びのSTEAM化」や児童・生徒
一人ひとりの興味関心や認知特性をふまえた「学びの自立
化・個別最適化」を実現できる「未来型教室」

•大阪市の公立学校にも開放するとともに、研究授業の開発拠
点ともなることも想定。

6階 研究・交流・研修フロア（シナジースクエア）

３、4階 未来型教室フロア

5階 共同研究拠点フロア（ノンテリトリアルフロア）

骨太の理念から新センターが一貫性を持って構想されていると
ともに、プログラム、サービス、集い、交流、ネットワーク、空間等
の新しい教育資源の提供は、日本の中でも先導的な役割を果
たしつつ、大阪市固有の教育課題を解決するにあたって、今後、
日本のモデルともなっていく拠点施設である。
教育におけるイノベーションと、より社会や学校で生じている臨
床的な課題に、つまり「プッシュ型」と「プル型」の課題の両面に、
カリキュラムを含む教育内容・方法の開発、人材育成、交流の
場の提供を、大阪らしく、「やってみなわからんやろ」の精神もど
こかに携えていただきつつ、計画から実践へと確実に進むこと
を心から期待する。

松田恵示（東京学芸大学理事・副学長）

教育は、教える人と学ぶ人との分業で成り立っているわけでは
ありません。換言すると、学習とは、「覚える」「分かる」などの活
動に加え、「真似る」「教える」「コミュニティの一員になる」「援け
合う」「自己のアイデンティティーをつくる」などの活動と一体と
なって行われるべき活動です。学習の対象となる「もの・こと」と、
自己と、他者（コミュニティ）とを繋ぎ物語る活動が、学習活動な
のです。こういった学習活動を教室の中で展開しようと思うと、教
員集団自体が同じ構造の学友集団になっていなければなりま
せん。若い先生と熟練の先生が「真似たり」「教えたり」しながら
「その学校の一員になり」「教師としての自己をつくっていく」、そ
んな組織であることが重要です。組織学習を進める機関は、そ
の機関自体が学習する組織になることが肝要です。

松木健一（福井大学理事・副学長）

新センターは、基本的には大阪市の教員や教育に関わる
人々、また児童生徒や保護者、市民に対して開かれていること
が前提といえる。大阪教育大学のみならず、企業やNPOまた他
大学も参画したオール大阪市の教育支援体制での議論と営み
ができるような事業展開を期待したい。また、新センターの評価
を外部有識者会議等や評価項目などの設定によりいかに図っ
ていくのかという、PDCAマネジメントサイクルのCとAについても
考えておく必要があるだろう。
新センターを活用する教員は、新センターに何を必要としてい
るのか。また大阪市民は、新センターやリカレント教育に何を期
待しているのか等を把握し推し進めることが肝要である。

佐藤真（関西学院大学教授）

〇各機能と事業内容

・LMS（学習管理システム）の導入による往還型研修の構築
・eラーニング研修と集合型研修の組み合わせによる効果的・
効率的な研修体系の構築
・大学との協働による養成・採用・研修プログラムの開発・実践
・ミドルリーダーの育成（海外派遣研修・大学院派遣等）
・学校実習と連動した養成段階の支援強化 ・教師養成講座

など

・センター拠点校・連携校方式を活用した学校現場支援
・エビデンスベースの学校改革の大阪版モデルの構築、
遠隔教育の研究
・大阪市が抱える課題（不登校、インクルーシブ教育、
多文化共生等）に対応する研究と支援、新たな課題への対応
・教員の自主的な学びを支え、悩み等を相談できる場の提供

など

・AI等先端技術を用いた個別最適な学びの提供
（デジタルドリル等）
・大学・企業との連携によるビッグデータ（学習履歴等）の収集・
分析・活用と指導方法の改善
・結果に基づく学力向上支援策の研究・開発・実践・検証
・学校教育ICT活用事業（オンライン学習含む）
・スマートスクール・次世代学校支援事業 など

シンクタンク機能 人材育成機能 連携・交流・チャレンジ機能
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